
電気管理技術者協会の概要

全国電気管理技術者協会連合会

常任理事 春日 克之
1
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Ⅰ.電気管理技術者協会とは

自家用電気工作物の設置者から電気保安管理業務を委託された電気管理
技術者（個人事業主）が、電気保安管理技術の向上を図るともに電気保安
法令を遵守し、電気に関する安全の確保を図り電気事故の防止に寄与する
ことを目的に集まった団体です。

従って、
協会自体では、電気保安管理業務の営業活動は行っておりません！

各協会では、所属する会員のために以下の事業を行っています。
①電気保安管理技術の向上のための講習・研修等の実施
②電気保安管理の技術に関する調査・分析等を行い、その成果の提供
③電気使用の安全や合理化に関する相談業務
④電気保安意識及び電気使用合理化に関する意識の普及向上の推進

2

★外部委託承認制度の概要
「外部委託承認制度」は、電気工作物の設置者が、
電気保安法人又は電気管理技術者と保安管理に係
る委託契約を結び、かつ、保安上支障がないと経
済産業大臣の承認を得た場合、電気主任技術者の
選任を免除される制度。

★外部委託承認を受けることができる事業場
・電圧７，０００Ｖ以下で受電する需要設備
・出力２，０００ｋＷ未満の発電所

（※太陽電池、風力、水力、火力）
・出力１，０００ｋＷ未満の発電所

（上記に掲げる発電所を除く）
・電圧６００Ｖ以下の配電線路を管理する事業場

電気管理技術者とは

電気事業法では、事業者が設置する事業用電気工作物（自家用電気工作物を含む）の工事、維持、運用に関する保安の
監督をさせるため、原則として電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任することが定め
られている。

電気管理技術者とは、電気事業法施行規則第52条の2項に定められた、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う
個人事業者のことである。

自家用電気工作物を有する事業者等は、電気管理技術者との契約によって電気主任技術者の選任が不要となる。



Ⅱ.全技連概要

協会名 会長名 所在地 設立年月日
会員数
（人）

受託件数
（件）

平均件数
（件／人）

（一社）北海道電気管理技術者協会 柴田 健一 北海道札幌市 平２２．１２．０１ ２５２ ９，８７８ ３９．２

（一社）東北電気管理技術者協会 三浦 弘 宮城県仙台市 昭３９． ５．１３ ４９８ １８，８５６ ３７．９

（公社）東京電気管理技術者協会 荒井 行雄 東京都千代田区 昭４２． ７．１７ ２，２４２ ７６，５１２ ３４．１

（一社）中部電気管理技術者協会 佐藤 均 愛知県名古屋市 昭４４． ７． ８ ５０６ １８，６４９ ３６．９

（一社）北陸電気管理技術者協会 佃 文隆 富山県富山市 昭４１．１２． ８ １９５ ６，５３９ ３３．５

（一社）関西電気管理技術者協会 相馬 達雄 大阪府大阪市 昭４２． ３．３０ ８８２ ２８，００８ ３１．８

（一社）中国電気管理技術者協会 与一迫 覚 広島県広島市 昭６０．１０．２８ ４０６ １６，０７５ ３９．６

（一社）四国電気管理技術者協会 松原 弘明 香川県高松市 昭５４． １．１４ １０２ ３，９１１ ３８．７

（一社）九州電気管理技術者協会 野中 敏朗 福岡県福岡市 平２１． ５．１４ ４７３ １５，６１１ ３３．０

合 計 ５，５５６ １９４，０３９ ３４．９

全国電気管理技術者協会連合会の略称は、「全技連」と称する
設立年

１９７１年 全国電気管理技術者協会連絡会発足（四国協会を除く８協会）
１９８３年 全国電気管理技術者協会連合会発足（北海道協会から九州協会までの９協会）

平成３１年３月３１日現在１.各協会の概要

3



２.資格別電気管理技術者数

協会名
電気主任技術者

１種
電気主任技術者

２種
電気主任技術者

３種
合 計

（一社）北海道電気管理技術者協会 ５ ４５ ２０５ ２５５

（一社）東北電気管理技術者協会 １５ ７６ ４０２ ４９３

（公社）東京電気管理技術者協会 １１３ ４６７ １，６９２ ２，２７２

（一社）中部電気管理技術者協会 １２ ８９ ４０４ ５０４

（一社）北陸電気管理技術者協会 ８ ３２ １５４ １９４

（一社）関西電気管理技術者協会 ３４ １９８ ６３３ ８６５

（一社）中国電気管理技術者協会 １４ ７２ ３２２ ４０８

（一社）四国電気管理技術者協会 ７ １３ ８３ １０３

（一社）九州電気管理技術者協会 ２１ ７６ ３８６ ４８３

合 計 ２２９ １，０６８ ４，２８１ ５，５７７

平成３０年３月３１日現在
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３.契約容量別契約件数一覧

協会名
自家用規模等

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 合 計

需

要

設

備

低 圧 １４５ ５０４ ７８３ ２２２ １４１ ３２７ ３５２ ５１ ３８３ ２，９０８

高

圧

６４ｋＶＡ未満 １，３６３ ８３３ ２，６７９ １，４０３ ３６３ １，６４０ １，６８７ ２５５ ６８７ １０，９１０

（内数）小規模高圧需要設備 １，２９５ ８０６ ２、６２４ １，３８６ ３５８ １１ １，６３６ ６７３ ８，７８９

６４ｋＶＡ以上 １５０ｋＶＡ未満 ２，９４９ ６，０５８ ２２，１１７ ５，１００ １，８６７ ６，７１８ ４，９２１ １，００６ ４，０６６ ５４，８０２

１５０ｋＶＡ以上 ３５０ｋＶＡ未満 ３，１１７ ６，４４９ ２８，４３９ ６，４２９ ２，２７１ １０，５８３ ５，１４３ １，２６４ ５，６３２ ６９，３２７

３５０ｋＶＡ以上 ５５０ｋＶＡ未満 ９１６ １，７９４ ７，９２３ ２，１２８ ６１７ ３，１９５ １，６５５ ４１４ １，７２６ ２０，３６８

５５０ｋＶＡ以上 ７５０ｋＶＡ未満 ４５１ ９７１ ４，０８８ １，１３８ ３８０ １，６１１ ７４６ １７１ ８５０ １０，４０６

７５０ｋＶＡ以上 １，０００ｋＶＡ未満 ３１６ ６７３ ３，１９４ ８４６ ２４７ １，１６６ ５６２ １２８ ５８１ ７，７１３

１，０００ｋＶＡ以上 １，３００ｋＶＡ未満 ２０５ ４０４ １，６８３ ４８６ １６１ ６３１ ３３７ ７２ ３０９ ４，２８８

１，３００ｋＶＡ以上 １，６５０ｋＶＡ未満 １１９ ２４５ １，１４０ ２９９ １１３ ４０７ ２０３ ５７ ２０１ ２，７８４

１，６５０ｋＶＡ以上 ２，０００ｋＶＡ未満 ６１ １２７ ６０４ １９５ ５６ ２３２ １１５ ２５ ９９ １，５１４

２，０００ｋＶＡ以上 ２，７００ｋＶＡ未満 ７４ １４９ ６７７ １７７ ６２ ２７４ １２４ １７ １２７ １，６８１

２，７００ｋＶＡ以上 ４，０００ｋＶＡ未満 ４０ １０８ ５３４ １６９ ４４ ２４２ ７６ １０ ８３ １，３０６

４，０００ｋＶＡ以上 ６，０００ｋＶＡ未満 １４ ５７ ２９８ ８０ １４ ６６ ２８ ３ ３６ ５９６

６，０００ｋＶＡ以上 ８，８００ｋＶＡ未満 ４ １２ ７５ １８ ８ １６ ５ １ ６ １４５

８，８００ｋＶＡ以上 ２ ９ ２２ ４ １ ２ ４ ４４

計 6 １７，８８９ ７３，４７３ １８，４７２ ６，２０３ ２６，７８２ １５，６０４ ３，４２３ １４，４０７ １８５，８８４

小 計 ９，７７６ １８，３９３ ７４，２５６ １８，６９４ ６，３４４ ２７，１０９ １５，９５６ ３，４７４ １４，７９０ １８８，７９２

配電線路を管理する事業場 ９ １９ １２ １５２ ３５ ４０ ４９ ２４ １６ ３５６

平成３０年３月３１日現在
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４.発電所別受託件数 その１

協会名
発電所種別

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 合 計

太
陽
電
池
発
電
所

出力 １００ｋＷ未満 ３ ３４ １９４ ６５ ３２ １０３ １５８ ２１ ４４３ １，０５３

出力 １００ｋＷ以上 ３００ｋＷ未満 ３５ １９６ １，２１０ ４５０ ７５ ４９８ ２１６ １９４ ２５８ ３，１３２

出力 ３００ｋＷ以上 ６００ｋＷ未満 ９６ １０９ ７８３ ２０９ ５６ ２５７ １３４ ７７ ２１８ １，９３９

出力 ６００ｋＷ以上 １，０００ｋＷ未満 ６４ ７３ ３２８ ６０ １３ １０３ ５４ ３２ １２５ ８５２

出力１，０００ｋＷ以上 １，５００ｋＷ未満 ４４ ５７ ２０８ ４７ １９ ７０ ３７ ２５ ８０ ５８７

出力１，５００ｋＷ以上 ２，０００ｋＷ未満 ３１ ６３ ２１３ ３７ １３ ５６ ２６ ２９ ９１ ５５９

小 計 ２７３ ５３２ ２，９３６ ８６８ ２０８ １，０８７ ６２５ ３７８ １，２１５ ８，１２２

風
力
発
電
所

出力 １００ｋＷ未満 ２ ２ １ ３ ８

出力 １００ｋＷ以上 ３００ｋＷ未満 １ １

出力 ３００ｋＷ以上 ６００ｋＷ未満 １ １

出力 ６００ｋＷ以上 １，０００ｋＷ未満 １ １

出力１，０００ｋＷ以上 １，５００ｋＷ未満

出力１，５００ｋＷ以上 ２，０００ｋＷ未満 １ １ ２ ４

小 計 ２ ３ ２ ２ ５ １５

水
力
発
電
所

出力 １００ｋＷ未満 ２ ４ ４ １ ３ １ １５

出力 １００ｋＷ以上 ３００ｋＷ未満 １ １ ３ ２ ２ １０ １９

出力 ３００ｋＷ以上 ６００ｋＷ未満 １ ２ １ ４

出力 ６００ｋＷ以上 １，０００ｋＷ未満 １ １ ２

出力１，０００ｋＷ以上 １，５００ｋＷ未満

出力１，５００ｋＷ以上 ２，０００ｋＷ未満

小 計 ４ ５ ３ ７ ３ １６ ２ ４０

平成３０年３月３１日現在
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４.発電所別受託件数 その２

協会名
発電所種別

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 合 計

火
力
発
電
所

出力 １００ｋＷ未満 ５５ ７２ １３１ ２ １２４ ３１ ４７ ４６２

出力 １００ｋＷ以上 ３００ｋＷ未満 ２８ ６３ ５３ １ ５５ ２４ ３１ ２５５

出力 ３００ｋＷ以上 ６００ｋＷ未満 １０ ２６ ４６ １ １６ ９ １６ １２４

出力 ６００ｋＷ以上 １，０００ｋＷ未満 ７ １７ ２２ １２ １０ ９ ７７

出力１，０００ｋＷ以上 １，５００ｋＷ未満 ２ ３ ２ ４ １ １ １３

出力１，５００ｋＷ以上 ２，０００ｋＷ未満 １ ４ ２ １ ８

小 計 １０２ １８２ ２５８ ４ ２１３ ７５ １０５ ９３９

燃
料
電
池
発
電
所

出力 １００ｋＷ未満 ２ １ ３

出力 １００ｋＷ以上 ３００ｋＷ未満

出力 ３００ｋＷ以上 ６００ｋＷ未満

出力 ６００ｋＷ以上 １，０００ｋＷ未満

出力１，０００ｋＷ以上 １，５００ｋＷ未満

出力１，５００ｋＷ以上 ２，０００ｋＷ未満 １ １

小 計 ３ １ ４

合 計 ３７５ ７２０ ３，２０５ ８７３ ２１９ １，３０５ ７１６ ３８ １，３２９ ９，１２０

平成３０年３月３１日現在
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Ⅲ.人材の確保に係る取組み

保安問題研究委員会は、常任理事会より平成３０年７月に諮問のあった「会員の増加策」について、
令和元年７月に以下のとおり取りまとめた。

（１）会員の募集に際し入会者説明会を開催しているが、参加者のほとんどが協会員及びその知人の紹介等で参加しているので、
各協会のＨＰの充実や会員一人一人が関係する「ビル管理会社」、「専任の主任技術者」、「電力会社技術サービス員」等
に積極的に働き掛けて勧誘する。
従来から言われていたが、会員一人が１名の入会者を連れてくるような気持が必要となる。

（２）入会希望者の不安を解消するために、紹介者のいない希望者に各協会で対応を行い、電気管理技術者としての技術及び営
業面でのサポートを行う。

（３）入会説明会等の参加者に対する継続的な入会へのフォローアップを行う。
入会説明会の参加者全員が「入会」してもらえるように、研修会等及び行事等の案内を送付及びメール送信を行い継続的

に努力する。
（４）各協会内に上記の内容を取り入れた（仮称）入会希望者支援室等の組織を立ち上げ継続的に運営する。

従来からの取組みとしては、下記に募集広告を掲載している。
①（公社）日本電気管理技術者協会の会報「電気技術者」
②オーム社雑誌「新電気」

令和元年からの新しい取組みとしては、経済産業省が平成３
０年度「電気保安人材の中長期的な確保に向けた業界横断的な
認知度向上並びに入職促進に関する調査・検討」で取りまとめ
た電気保安業界主体の協議会の設立に参加することになった。

令和元年７月には、電気保安・電気工事業界で設立する「電
気保安・電気工事業界の認知度向上・入職促進に向けた協議
会」設立メンバーとして全技連も名を連ね、当協議会の下で中
長期的に人材を確保するため業界横断的に取組んでいきます。



Ⅳ.人材の育成に係る取組み
（東京協会の例）

（１）保安管理業務を行う者としての基礎的知識及び技術的な講義並びに実技を内容とした「保安管理基礎講習会」の開催
（担当：基礎講習委員会）

ア 第１回 平成３０年７月６日(金)～７月９日(月)
場 所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
電気管理技術者基礎コース ３０名
高圧電気取扱者特別教育コース ０名

イ 第２回 平成３０年１１月９日(金)～１１月１２日(月)
場 所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
電気管理技術者基礎コース ２８名
高圧電気取扱者特別教育コース ０名

ウ 第３回 平成３１年３月８日(金)～３月１１日(月)
場 所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
電気管理技術者基礎コース ２４名
高圧電気取扱者特別教育コース １名

（２）保安管理業務に必要な最新の知識及び技術を修得するために、事故の防止対策、保安管理業務に関する新技術・新手法、電気保安に
関する法令、電気使用の合理化に関する新技術等を内容とした「保安管理定期研修会」（第六期）の開催 （担当：定期研修委員会）

ア 第１回目 平成３０年１０月１７日(水) １２：３０～１６：２５
場所 連合会館「大会議室」
受講者数 ２５９名（会員２３９名、一般技術者２０名）

イ 第２回目 平成３１年 ２月２６日(火) １２：３０～１６：２５
場所 連合会館「大会議室」
受講者数 ２１７名（会員１９９名、一般技術者１８名）

１．研修・セミナー・育成事業（公１） ～その１

9



（３）電気の保安管理業務に係る専門的な技術や手法等に関する実技の修得を目的とした「保安管理技術研修会」の開催（担当：基礎講習委員会）
ア 第１回 平成３０年７月７日（土）９：３０～１５：５０

場所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
研修テーマ：「チャレンジ耐電圧」（耐電圧試験の準備からリアクトルを利用した試験の研修等）
受講者数 １１名（一般技術者９名、会員２名）

イ 第２回 平成３０年１１月１０日（土）９：３０～１５：５０
場所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
研修テーマ：「チャレンジＯＣＲ」（過電流継電器試験に関し、単体試験及び連動する機器との制定と動作特性試験の研修等）
受講者数 １３名（一般技術者１１名、会員２名）

ウ 第３回 平成３１年３月９日（土）９：３０～１５：５０
場所 帝人株式会社 帝人アカデミー富士
研修テーマ：「チャレンジＧＲ・ＤＧＲ」（地絡継電器試験に関し、単体試験及び遮断器連動試験の研修等）
受講者数 １２名（一般技術者１２名）

（４）電気の保安管理業務に係る専門的な技術や手法等に関する実技の習得を目的とした「保安管理技術研修会」の開催（担当：基礎講習委員会）
ア 第１回 平成３０年８月２７日（月）９時３０分～１７時００分

場所 公益財団法人鉄道弘済会 弘済会館
研修テーマ：「地絡継電器（ＤＧＲ）」（座学及び模擬盤等を使用した実技研修等）
受講者数 ２７名（一般技術者２０名、会員７名）

イ 第２回 平成３０年１２月２１日（金）９時３０分～１７時００分
場所 公益財団法人鉄道弘済会 弘済会館
研修テーマ：「耐電圧試験他」（座学及び模擬盤等を使用した実技研修等）
受講者数 ２４名（一般技術者１５名、会員９名）

１．研修・セミナー・育成事業（公１） ～その２
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（１）電気技術者等を対象とした電気使用を取り巻く環境の変化、新器具・機器に対する技術の啓蒙と、最新情報の周知をするために
「技術研究発表会」を開催して、その成果を広く社会へ公表・周知した。（担当：技術安全委員会）

日 時 平成３１年３月１９日（火）１３：００～１６：２５
場 所 きゅりあん「大ホール」
テーマ ア．「ヒューマンエラーによる設備事故」

イ．「人の行動が引き起こすヒューマンエラー」
受講者 ３１１名（一般技術者 ２１名、会員 ２９０名）

（２）集計資料や事故再発防止対策等に関するテキストの作成・配布
平成３０年度安全キャンペーンテキストを作成し、全会員に配付した。
(配付部数 ２，４００部 担当：技術安全委員会）

（３）電気保安管理業務に関する専門的技術情報等に関する出版物の発行やホームページを活用しての公表、｢電気管理技術｣(会誌)を発
行し、会員及び一般技術者に有料配付した。

(発行７回：発行部数１回あたり２，８５０部、 担当：広報委員会）
（４）一般の方々に、研修会・講習会への参加を呼びかける「平成３０年度研修会・講習会のご案内ポスター」を作成・配付した。

（配付部数１１０部 担当：広報委員会）
（５）｢受託施設の設備改善、改良実績｣及び｢非報告事故｣に関する調査を行い、事故防止実績資料を作成・公表

（担当：技術安全委員会）
（６）「電気管理技術者保安業務マニュアル」の作成に向けて引き続き検討した。

（担当：総務委員会）

２．電気事故等についての調査・分析、公表事業（公２）
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一般の方々に対する電気の安全及び使用の合理化に関する意識の普及・啓発を図るための事業
（１）｢電気使用安全月間｣期間中(８月)の主要行事として次の事業を実施した。

ア 電気安全講演会の開催(関東電気保安協会と共催)(担当：技術安全委員会）
日 時 平成３０年８月１０日（金）１３時００分～１５時５５分
場 所 きゅりあん(品川区立総合区民会館) ８階大ホール
演 題 (ｱ)「最近の電気事故について」

(ｲ)「明日へ輝くためのピッカリエネルギー」
受講者数 ５８８名（会員 ２８５名 一般技術者 ３０３名）

イ 電気安全を呼びかける団扇、ポスターの作成・配布（担当：広報委員会）
省エネ団扇の配布 １３，３００部
電気安全ポスターの配布 １６，４７０部

（２）「ホームページ｣及び｢電気新聞｣等による広報を行うとともに、広報紙「ＭｉＲａＩ」を自家用施設者に配付した。
（発行４回：発行部数１回あたり ７３，９００部、担当：広報委員会）

（３）「協会ご案内（パンフレット）」を発行した。
（発行部数 １，５００部、担当：広報委員会）

（４）自家用施設の保守者及び連絡責任者向け「オレンジダイアリ」の発行
（発行部数 ４，２００部、担当：出版委員会）

（５）「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の早期処理に向けて」への協力「高濃度ＰＣＢ廃止予定時期を決め、産業保安監督部へ
管理状況届出書」の提出についての協力（環境省、経済産業省）

（６）電気安全教育資料（ＤＶＤ）貸し出し
実績 ９件 ２０タイトル

３．電気安全に関するキャンペーン、「電気使用安全月間」への参画等による普及・啓発事業（公３）
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（１）電気事故や故障発生時における支援事業の実施
２４時間稼動の｢保安センター｣において、自家用施設者等からの緊急

相談・要請に対し、状況に応じ応動員を派遣し早期復旧・事故拡大防止
を図った。

保安センター受信件数 ６００件
緊急電話受付件数 １０９件
緊急応動員出動件数 ２６件

受託者・代行者処理件数 ７６件
応動中止件数 ７件
緊急電話以外の連絡件数等 ４９１件

４．技術相談・助言・支援事業（公４）
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（２）技術相談、助言、支援事業
電気保安に関する法令、保安管理業務の手続き等に関する相談に応じ

た。
電気関係法令に関する事項

外部委託承認制度に関するもの ８件
保安規程に関するもの ６件
電気事故報告に関するもの ２件
電気設備の技術基準等に関するもの ５件
その他 １１件

保安管理業務に関する事項
事務的内容に関するもの ３２件
技術的内容に関するもの ６件
その他 ４５件

電気安全に関する技術的事項
受電設備に関するもの ４件
負荷設備に関するもの １件
一般用電気工作物に関するもの ２件
その他 ２件

電気使用合理化に関する事項
設備の運用方法に関するもの ４件
機器に関するもの １件
その他 ３件



Ⅴ.全技連から見た電気保安行政の課題

電気管理技術者の技術レベルを一定に保っていくために、
①技術の熟練度をどのようにして上げていくか
②スキルアップさせるためにどのような研修や教育等を実施していくか 等

について、行政当局の協力・支援が必要である。

電気主任技術者が将来的に不足が想定されているが、その対策をどのようにするのか。
①技術革新の導入等により保安管理業務を効率化する
②人材の育成の一環で資格取得方法を多様化する 等

電気主任技術者の高齢化に対して、自動車運転免許のように行政側で何がしかの対策を講じて
もらえないか。

①資格に運転免許と同様な更新プログラムを導入する
②一定年齢以上の技術者に毎年、公的機関が実施する「技術講習」の受講を義務付ける 等

14

５０ｋＷ未満の太陽電池発電所は、電気主任技術者が選任されず、柵等の不備も見受けられ、
今後の運用に不安があるので、技術基準の維持義務を徹底してもらえないか。
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